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1. 国立学校設置法抜幸

国立学校設置法昭和 2,1年5月31日公市法律第 150号

第2章国立大学

第 4条 国立大学に，左表（下）の通り研究所を付置する．

大学の名称， 研究所の名称 1位 置 I 目

東京大学 i生産技術研究所［東京都

的

注 国立学校設四法一部改正法案により昭和 37年3月 29日付の官報に 4月 1日をもって位買の項が千葉県

より京京都；こ変更が公布された．

2. 生産技術研究所内の諸規程
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A) 航空研究所•生産技術研究所連絡会議内規

第 1条 航空研究所•生産技術研究所は，その本業を行なうにあたり，互いに緊密な連絡をとり，事業

の円滑な運営を目的として協同的に処理すべき問題について，連絡協議するため航空研究所• 生産技．

術研究所連絡会議（以下会議と称する）を設ける．

第2条会議は，委員および幹事で組織する．

委員は，議事を協議決定し，幹事は庶務・会計の事務を行なう．

第 3条委員は，次の通りとする．

1. 航空研究所長

2. 生産技術研究所長

3. 航空研究所所屈の教授•助教授の中から選ばれた者 5 名以内

4. 生産技術研究所所属の教授• 助教授の中から選ばれた者 5名以内

所長でない委員の任期は， 2年とする．

幹事は，航究研究所事務長および生産技術研究所事務長をこれに充てる．

第 4条 会議は，毎月 1回常例的に開催する．ただし必要があるときは，双方協議の上随時に会議を開

催することができる・

第 5条 会謬の議長は，交互にいずれかの所長がこれに当たる．

第 6条 会漆が必要と認めた場合は，委員以外のものを参加させ，その意見を聞くことができる・

付則

この内規は，昭和 24年 12月 15日から実施する．

B) 生産技術研究所運営関係委員会設置規程

第 1条 生産技術研究所長は，所内の運営上の諸問題について必要ある場合は，その目的別に委員会を

設けることができる．

第 2条 前条の委員会は，所長の諮問に答え，所内の運営の向上，合理化，処理方針等の審議を行なう

ものとする．

第 3条 所長が必要と認めたときは，委員会の長に運営事務の一部を分掌させることができる．

第 4条 各委員会の目的，構成，任務等については別に定める規程による．

1) 常務委員会規程

第 1条 東京大学生産技術研究所に常務委員会（以下委員会とする）を骰<.

第 2条 委員会は所長の諮問に応じ所の運営に関する重要事項を審議企画し，かつ常務の打合せをなす

外，次の事項を行なう．

1. 教授総会から委託された事項を処理すること

2. 生研報告発行に関する審議をすること

3. 委託研究の受諾の可否に関する審娯をすること

4. その他所長が必要と認めた事項

第 3条 常務委員は各研究部 2 名をもって組緑し，その部の教授•助教授の互選による．

第 4条 常務委員の任期は 1年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする．引き続き 2期在任した

常務委員は任期満了後2年間は常務委員に選ばれることができない．ただし補欠委員として 1年に満

たない期間は在任期間と見倣さない．

第 5条 所長は委員会を招集し，その議長となる．

第 6条 所長は委員会の議事を円滑にするため必要ある場合は常務委員を指名して車前調査または事前

審議等を行なわせることができる．

第 7条 第 3条により選出された常務委員の中 1名を部主任としその部を代表する．

第8条 委員会における各部2名の常務委員は全く同等の立場に立つものとする．
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第 9条 委員会には代理者の出席を認めない．ただしその部所属の常務委員が 2名ともに出席できない

楊合は，その部の教授または助教授の中から 1名を出席させなければならない．

第 10条 常務委員が病気その他海外出張等で長期にわたり出席できないときは臨時代理を骰くものと

する．

第 11条 所長が必要と認めたときは，常務委員以外のものを委員会に列席させ意見をきくことができ

る．

付則

この規程は昭和 33年 6月 18日から実施する．

2) 特別研究審議委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，所長の諮問に答え，次の事項を審議する．

1. 特別研究費の配分に関すること

2. 特別研究翡の予算要求資料の作成

3. 特別研究費による事業の達成に関する事項

4. その他特別研究に関し，所長が必要と認めた事項

第 3条 前条にいう特別研究費とは，各部に経常的に配当される研究費以外で，研究所の使命逹成のた

め，特別に配付された研究毀，または生研内で特別に考慮された研究費等をいい，科学：研究費・ 受託

研究毀および常務委員会において特に除外したものは含まない．

ただし，科学研究費の内，機関研究費および輸入捜挟購入費は，本委員会において耶び）扱うものと

する．

第 4条 委員会は，委員 10名で組緞し，内 1名を委員長とする．委員長は委員の互選とし，第 7条に

よる改選の都度これを行なう．

第 5条 委員は，研究部の各部 2 名とし，その部の教授• 助教授の互逗による．

（以下略す）

3) 工作委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，試作工場の業務運営を円滑にするため，次の事項について審ぷする．

1. 試作工場の運営に関する重要事項の企画ならびに立案

2. 作業能率向上に関する事項

3. 業務実施に関する連絡調整

4. その他必要な事項

第 3条 委員会は，委員長の他に委員若干名をもっ組投する．

第 4条 委員長は，本所教授の中から教授総会で選出する．委員は次の通りとする．

1. 研究部の各部ごとに，その部の教授• 助教授またはこれに準ずるものの互遥によるもの各 1名

2. 所長が必要と認め，教授総会の承認を得た者若干名

（以下略す）

4) 図書委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，所内図書室の運営について次のホ項を行なう．

1. 図書室運営に関する事務監普

2. 図書運営に関する企画ならびに立案

3. 図書運営に関する連絡謡墜

4. 購入図杏の選択

5. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は，委員長の外，委員 10名をもって組緑する．

第 4条 委員長は，本所教投中より教授総会において選出された者，また委員は，研究音Iiごとに 2名と
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し，その部の教授• 助教授またはこれに準ずる者の互選によった者が，これに当たる．

（以下略す）

5) 写真委員会規程抜幸

第 2条 委員会は，写真室の業務運営を円滑にし，写真技術の向上を図るため下記の事項を行なう．

1. 写真室運営に関する企画ならびに立案

2. 写真業務の予定計画ならびに実施報告に対する検討

3. 写真業務実施に関する連絡調茎

4. 材料の入手使用ならびに業務技術に関する助言

5. 一般写真および高速度写真用設備・域枝・器材の望備充実に関する企画

6. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は，委員 5名および専門委員若干名で組峨し，委員の中 1名を委員長に他の 1名を副委

員長とする．

委員長および副委員長は委員の互選：こよる．

第 4条 委員 1ま，各研究部ごとに 1 名とし，その部の教授• 助敦授ならびにこれに準ずるものの互選に

よる．

第 5条専門委員は，委員長の委隅による．

第6条 委員長，副委員および委員の任期は 1年とする．

ただし，重任をさまたげない．

6) 出版委員会規程

第1条 東京大学生産技術研究所に出股委員会（以下委員会という）を置く．

第 2条 委員会は，下記出版物の出版に関して必要な事項を処理する．

1. 生産研究

2. 東京大学生産技術研究所報告

3. 東大生研案内

4. 東京大学生産夜術研究所年次要屁

5. 生研リーフレット

6. その他必要な出阪物

第 3条 委員会は，委員長 1名，委員 12名，専門委員若干名で組緑する．

第 4条 委員長は，本所教授中から教授ぞ会で選出する．任期は 1年とし毎年 4月 1日に改める．重任

をさまたげない．

委員は教授，助教授またはこれに準ずるものの中から， 1, 3, 5部から各2名， 2, 4部から各

3名をそれぞれの部で選出する．任期は 1年とし，毎年 4月 1日と 10月 1日にその半数を改める．

重任をさまたげない．

専門委員は委員長の要請に応じて所長が委C属する．

第 5条 委員長は，委員会を招集してその嫉長となる．

第 6条 委員長が必要と認めたときは，特定の事項につき小委員会を設けること，また委員以外の者を

委員会に列席させて意見を問くことができる．

付則

1. この規定は昭和 33年 10月 1日から実施する．

2, 生産研究絹集委員会は昭和 33年 9月 30日限り廃止する．

3. 生産研究糧集委員会の委員長または委員であって，昭和 33年 10月1日以降任期が残存するもの

は，その残存任期中本委員会の委員長または委員となるものとする．

7) 営繕委員会規程
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弟
1条 東京大学生産技術研究所に営結委員会（以下委員会という）を四<-

第 2条委員会は本所の施設の整備改菩，合理的運用および将来計画に関し次の事項を特なう・

1. 土地，建物，工作物等の新営，ならびに維持管理に関する企画および立案

2. 電気通信，ガス，水道，暖房等の合珪的使用方法の検討ならびに助言

3. 精内筈備に関する企画ならびに助言

4. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委員長 1名，幹事 1名，委員 5名および専門委員若干名で祖緑する．

第 4条委員長は本所教授中から教授紀会で逗出する．

幹事は委員長の要請に応じて教授•助教授中より所長が委嘘する

委員は各研究部ごとに 1名とし，その部の教授・助敦授の互逗による

専門委員は委員長の要諮に応じて所長が委隅する

第 5条 委員長および委員の任期は 2年とし直任はさまたげない．

第 6条委員長は委員会を招集しその誤長となる．

第 7条 幹事は委員長を補佐し委員会の業務に必要な企瓦，連搭，詞整に当たる．

第 8条 委員長は必要と認めたときは特定の事項につき小委員会を設けることができる・

第 9条 委員長が必要と認めたときは委員以外の者を委員会に列席させて慈見をきくことができる．

付則

この規程は昭和 33年 6月 18日から実詰する．

8) 厚生委員会規程抜幸

第 2条 委員会は本所の厚生に関する施設ならびに事業の円帽な運営を図るため次の事項を行なう．

1. 敦員およびこれに準ずる者（以下穀員とよぶ）の保健，衡生，福利ならびにレクリエーション等

に対する企画，運用に関する事項

2. 厚生事業部の運営に対する助言

3. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委旦長，副委員長および委員で送絃する．委員長，副委員長は所長が委ばする．

第 4条 委員は下記に従い所長が委瞑する．

1. 各研究部よりその部に属する教授•助敦授ならびにこれに準ずる者より迅出された者 1 名，およ

び敦授，助教授ならびにこれに準ずる者を除く薮員より遅出された者 1名．

2. 亭務部は事務長および事務部戟員より送出された者 1名．

3. 試作工培および千葉実験楊については，それぞれの所限穀員より送出された者 1名．

4. 所長が必要と認めた者4名以内．

第 5条 委員会は委員長の発議または委員給数の 1/3以上の要諮によって担集される．

（以下略す）

9) 東京大学生産技術研究所千葉実険場規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という）に千葉実験培を千葉市弥生町 1番地におく．

第 2条 千葉実験場は，本所勁務の教授• 助敦授およびこれに嘔ずる者が主体となって行なう研究で，

本所麻布庁舎ではできないものを行なうために使用するものとする．

第 3条 千葉実験場の管理・運営を行なうために千葉実験培管理運営委員会（以下「委員会」という）

を設ける．

2. 委員会は，委員長・副委員長および委員若干名で抵様する．

3. 委員長は，所長が当り，副委員長は本所教授中から所長が委瞑する．

4. 委員は原則として各研究部ごとに 1 名とし，その部の教授• 助教授およびこれに準ずるものの互

送による．
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5. 副委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，重任をさまたげない．

6. 副委員長は，委員長を補佐し，必要な場合には委員長の代理となる．

7. 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて意見をきくことができる．

第 4条千葉実験場に事務室をおく．

2. 事務室に事務主任および戟員若干名をおく．

3. 事務主任は上司の命をうけ本所事務部との連絡を図り，所管の職員および事務を総括，処理する．

第 5条 千葉実験揚を使用しようとするものほ，原則として使用開始の 1カ月前までに， 1研究ごとに

書面によって部主任を通じて所長に申請するものとする．

2. 前項の申請により承認をうけたものの使用期間は，長期使用の場合以外は当該年度の 3月末をこ

えることができない．

3. 研究が承認された期間を超過するときは，再び第 1項による申請を行なわなければならない．

第 6条 千葉実験場使用者は，その使用が終ったときは，その旨を書面をもって部主任を通じて所長に

届け出なければならない．

第 7条 千葉実験場の管理・運営に関する細則は別にこれを定める．

付則

1. この規程は，昭和 36年 9月 20日より実施する．

2. 第 3条の最初の副委員長および委員の任期は，昭和 37年 12月 31日までとする．

3. 千葉実験場敷地内所在の職員宿舎および瞼員寮の管理・運営は，本所の定める他の機関で掌理する．

10) 東京大学生産技術研究所放射性同位元素委員会規程

第 1条 東京大学生産技術研究所に放射性同位元素委員会（以下「委員会」という）をおく．

第 2条 委員会は，本所における放射性同位元素の管理および障害防止に関する事項を審議し，また所

内の連絡調整にあたる．

第 3条委員会は，委員長および委員若干名で組禄する．

2. 委員長は，本所教授の中から所長が委堪する．

3. 委員は，次のものに所長が委嘱する．

(1) 各研究部ごとに，その部の教授•助教授またはこれに準ずるものの互運によるもの各 1 名

(2) 所長が必要と認めたもの

第 4条 委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，重任をさまたげない．

第 5条委員長は委員会を招集し，その議長となる．

2. 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその殴務を代行する．

第 6条 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて意見をきくことができる．

第 7条 委員会の庶務は，庶務掛が担当する．

付則

この規程は，昭和 36年 6月 7日より実施する．

11) 東京大学生産技術研究所試験溶鉱炉委員会規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という）に試険溶鉱炉委員会（以下「委員会」という）

をおく．

第 2条 委員会は，本所の試験溶鉱炉の研究と運営に関するつぎの事項を審議決定する．

(1) 試験溶鉱炉による研究の企画・立案に関する事項

(2) 試験溶鉱炉の経費に関する事項

(3) 試験溶鉱炉設備に関する事項

(4) その他必要と認めた事項

第 3条委員会は，委員長および委員若干名で祖峨する．

2. 委員長は，本所教授の中から，所長が委噸する．
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3. 委員は，次のものに所長が委嘱する．

(1) 本所勤務の教授•助教授またはこれに準ずるもの

(2) 所長が必要と認めたもの

第 4条 委員長および委員の任期は 2年とする．ただし，重任をさまたげない．

第 5条 委員長は，委員会を招集し，その議長となる．

2. 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその設務を代行する．

第 6条 委員会が必要と認めた事項を審議するため1こ，専門委員会を設けることができる．

2. 専門委員会の委員長および委員は，委員会の議を経て委員長が委嘱する．

第 7条 委員会に幹事をおくことができる．

2. 幹事は，委員の中から委員長が委噸する．

第 8条 委員長が必要と認めたときは，委員以外のものを委員会に列席させて，意見をきくことができ

る．

付則

1. この規程は，昭和 37年 3月 14日より実施する．

2. 初期の委員長および委員の任期は，昭和 39年 3月 31日までとする．

C) 生産技術研究所報告発行内規

第 1条 東京大学生産技術研究所報告（以下生研報告と称する）の発行はこの内規によって行なう．

第 2条 生研報告は生産技術研究所（以下生研と称する）の研究業談を学外に発表するを目的とする．

第 3条 生研報告の発行に関する審議は，この内規に従って常務委員会が行なう．

第 4条 生研報告に掲載する論文は生研職員の研究成果または生研職員が中心となって行なった共同研

究成果でその部の推朗を経たものとする．

第 5条生研報告に掲載する論文は新しく発表する研究報告とするただし，学会誌等に概要を発表し

た研究報告を詳細1こまとめたもの，または分割掲載した研究成果をまとめて発表する場合はこの限り

でない．

第 6条 生研報告に掲戟する論文は 1篇，または 2篇以上を 1冊として発行する．

第 7条 前条については著者の希望を勘案してこれを決定する．

第 8条 生研報告に用いる文は，欧文または和文とし，和文の場合は本文の 10%以内で 2ページを越

えない範囲の欧文梗概を付するを原則とする．

第 9条 生研報告は不定期に発行し，およそ 300ページを単位として巻を改める．発行部数はその都度

定める．

備 考

1) 第 4条により論文を推剌する場合ほ原則としてその内容につき部を中心とする関係者の間で十

分の討議を経ることを要する．

2) 大学院学生および研究生の研究論文も第 4条に準じて取り扱うことができる．

D) 生産技術研究所図書規程（昭和 25.6. 1制定）

1. 生研図書室は，中央図書室と数個の分室から成り，主要な事務は中央図害室で行なう．

2. 図書室運営のために図書委員会を設ける．

図苫委員会は，委員長および委員 10名で構成する．

委員長は，数投会で過半数の票数を以って遥出された教授が当り，任期は 2年とし，宣任を許さな

い．

委員は，各部の教授•助教授（またはこれに準ずる者）中から 2 名ずつ各部から選出し，任期は 2

年とし，各部別に 1年ごとに 1名ずつ交代する．

3. 図書委員会は，次のような仕事を行なう．

1 図書室の基本方針，予冥，その他の大桐に関する意見を所長に具申する
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2 図書掛の事務遂行を監査する

3 購入図書の選定をする

4 寄贈図書等の処置を決定する

5 その他図書に関する事項を行なう

4. 図害掛は，次のような事務を行なう．

1 図書の購入，寄賠受理，およびその登記事務

2 

3 図嘗の出納

4 図書の利用率の調査

5 図書の現品検査

6 書庫および閲覧室の整備と管理

7 文献複写に関する事務

8 その他必要な事項

5. 区書の購入は，中央および各部予算による．中央予算で眺入した図占は中央図書室におくことにす

る（一つの部のみに関係のある図害でも，中央におくものは中央予算で購入する）．

中央予算中，専門書に完てる額の約 4分の 3については毎年部ごとのわくを設け，残りの 4分の 1

については数年間の平均が適当な分布をなすようにする．

6. 中央図書室の事務費は別途に予算を設ける．

E) 生産技術研究所研究担当，研究員取扱内規

第 1条 生産技術研究所において一定期間特殊な事項の研究に対し，所外の者に研究の協力を委嘱する

必要ある場合，研究担当またほ研究員を四くことができる．

2. 前項による研究担当とは，本務が本学専任教官（教授，助敦授，請師）であるものをいう．

第 2条 研究員は，大学卒業または同程度の学力を有し，研究事項について相当の圧験を有するもので

なければならない．

第 3条 研究担当，研究員には予算の箆囲で手当を支給することができる・

第 4条研究担当研究員は，本所較員に準じて取り扱う，

ただし，定められている事項についてはこの限りでない．

第 5条 研究担当，研究員は，本所において研究した成果を発表するとき，または特紆権等を申請する

培合は予め所長に協議するものとする．

第 6条 各部において研究担当，研究員を四こうとするときは，その部の主任は内F図書を所長に提出し

なければならない，

第 7条 所長は，内申害が提出されたときは，常務委員会に諮り給長に上申する．

第8条 所長は研究委嗜の必要性が消滅した場合，またはその他の事由により委！国の取消しを袷長に上

申することができる・

付則

この内規は昭和 26年 10月 1日より実施する．

この内規は昭和 37年 4月 1日より適用する．

F) 生産技術研究所研究生規程

第 1条 生産技術に関する事項につき研究を希望する者があるときは，本所において支I虚がない楊合に

限り，研究生として入所を許可することがある．

第 2条研究生として入所を許可する者は，大学学部を卒業した者もしくはこれと同等以上の学力を有

する者，または相当の経験を有する者で，本所において近当と認めた者とする．

第 3条研究生を希望する者は，所定の願書に屈歴書を活えて所長に差し出さなければならない，

第 4条研究生は，所長の指揮監晋を受け，本所が指定した教官の指導の下に研究に従事しなければな
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らない．

第 5条 研究生がその研究業紐を発表しようとするときは，必ず指等教官の承認を受けなければならな

し'・

第 6条 研究生は，入学料として金500円を納付しなければならない．

第 7条 研究生は，研究料として月額金 600円を 3月または 6月分前納しなければならない．ただし，

特に多額の毀用を要する坦合は，別に自弁させることがある．

2. 既納の研究料は，選付しない．

第 8条研究生の研究期間は， 1年以内とする．

2. 当初決定された研究期間を経てさらに研究を継続しようとするときは，その理由を具して所長に

願い出で，許可を受けなければならない．

第 9条 研究生は研究期間の終わりに，その研究状況および成果を記載した報告書を指等教官を経て所

長に提出しなければならない．

2. 研究生の研究期間が 1年以上にわたるときは， 1年の終わりにおいて，その研究状況の中間報告

書を前項に準じ提出しなければならない．

第 10条 所長は，疾病その他の事由により，研究を継続することが不遥当と認めるときは，その研究

生に対し，退所を命ずることがある．

第 11条 研究生が期間満了前に退所しようとするときは，理由を具してその旨を所長に願い出なけれ

ばならない．

第 12条 官公署または会社等より，依託研究生を入所させようとする坦合も，本規程により取り扱う．

付則

この改正は，昭和 31年 4月 1日から適用する．ただし，改正前から引き続き在学するfi1f究生の研究

料は，なお従前の例による．
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G) 生産技術研究所受託規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下本所という）に対し，生産技術に関係がある学理的問題または

物品等の研究・試作・試験・検定•製作・調査等を委託しようとする者があるときは，本所で適当と

認めたときにこれを受託する．

第 2条前条の委託をしようとする者は，別紙様式 (1)に定める申込書を提出しなければならない．

受託を承諾したものに対しては，別紙様式 (2)の受託承諾書を交付する．
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様式 (1)

受託申込 害

昭和年月日

東京大学生産技術研究所長 □ ロロロ段
東京大学生産技術研究所受託規定により下記内容

をもって研究・試作・検定• 製作・調在を委託し

？たくお願いします

現住所

氏名 回

記（委託の内容）

1. 題 目

2. 目的および内容

3. 予群の範囲

4. 器供(叫具の有・資無料恥等提

5. 完成希望期限

6. 公表猶予期限

7 '発た場明特合許の処のあ闘っ

Is. その他希望事項 I 

様式 (2)

受託承諾苫

昭和年月日

殿

昭和年月 日付申込の委託事項は本所受託規

定に基き下記の条件によってこれを承諾します

東京大学生産技術研究所長□ ロロロ

記

1. 題 目

2. 担 当 者氏名 主任担当者分任担当者

3. 完了予定期日

4. 所要経 牧

5. 所要経既納期

6 •提具供なをら要びすに衰ろ器材

7. 発明特許の処置

8. そ の 他

第 3条 受託の承諾を得た者は，第 5条に定めた料金を，指定の期間内に，本所に前納しなければなら

ないただし，特別の事由があるときは，前項の料金の分納または後納を認めることがある．指定の

期闇内に前項の料金を納付しないときは，委託を取り消したものとみなす．

第 4条 一旦納付した料金は，これを返還しないただし，天災，その他やむを得ない事由によって委

託事項を遂行し得ないときは，その全部または一部を委託者に遠付することがある．

第 5条第3条第 1項の料金は，委託事項に要する経費を尊定してその都度これを定める．

第 6条 本所が，受託事項実施中特に多額の費用を要し，納付された料金に不足を生じると認めたとき

は，改めて受託者と協議することができる．

第 7条 下記の各号の場合においては，委託者の受ける損害に対し本所は，その責を負わない．

1. 天災その他やむを得ない事由によって．受託事項を遂行し得ない場合

3. 委託を受けた物品の試験・検定等の間に損害を生じた場合

3. 委託者が，その責務を完全に履行せずと本所が認めたときに執った処理に基づく場合

第 8条 受託事項が完了したときは，その経過ならびに結果を委託者に報告する．ただし，受託実施中

において，委託者の希望によって中間報告をすることができる．

第 9条 受託事項に関する成果を公表するときは，本所がこれを行なう．

前項の公表が委託者の利益を害するおそれがあると認められるときは， 2年以内，その公表を猶予

することができる．

第 10条 委託者は，本所が必要と認めたときは，補助者を一定の期間中派遺することができる．

前項の補助者の勁務に関しては，本所職員に準じて取り扱うが，給料・手当•旅費等は，これを支

弁しない．

第 11条 受託事項で本所職員が発明したときにおける発明特許等に関する規程は別にこれを定める．

付 則

本規程は昭和 25年 3月 11日から施行する．
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H) 生産技術研究所勤務発明暫定規程

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下本所という）に効務する者（以下職員という）が，その勁務に

関してなした発明（以下勁務発明という）の取り扱いについては，当分の間，この規定の定めるとこ

るによる．

第 2条 勁務発明のうち，その内容が本所の業務範囲に属し，またその発明をなすにいたった行為が，

その職員の任務に属するもの（以下任務発明という）については，その発明者が特許を受けたとき，

東京大学はその実施権を受けるものとする．

第 3条職員は，自己の勤務発明の特許を受ける権利，または特許権，もしくは任務発明以外の勁務発

明の実施権を，東京大学に移譲することを頴い出ることができる．

第 4条 本所所長は，東京大学学長の監普のもとに，前 2条に規程した特許を受ける権利，特許権また

は実施権に関する事務をつかさどる．

第 5条 本所受託規程に基づく受託事項について，本所職員が発明したときには，この規程に従う．

本所受託規程第 10条に規定する補助者が，受託事項について発明した坦合には，その補助者を揖

導する本所職員と共同して発明したものとみなして，この規程を適用する．

第 6条 この規程は，実用新案および意匠登録にもこれを準用する．

付則

本規程は昭和 24年 9月 22日から施行する．

付記：特許法が昭和 35年 4月1日に改正施行され，研究所等における耽務発明の取り扱いは第 35条に規定されて

いる．この時期にかんがみ本所の現行行定規定はその後の研究所の状勢にもそうよう目下委貝会を粗織して検：
討中である.

I) 東京大学受託研究員規程

第 1条 この規程は，文部省受託研究員実施要項に基づき，民間会社等（以下「委託者」という）より
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の委託に応じ，その現職技術者を受託研究員（以下「研究員」という）として本学に受け入れる場合

における必要な事項について定める．

第 2条研究員として許可する者は，大学を卒業した者または本学がこれと同等以上の学力を有すると

認めた者とする．
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第 3条 受託者の代表者または長は，所定の申込書1こ推煎書および本人の屈歴書を添えて当該学部また

は研究所の長に頸い出なければならない．

第 4条 学部または研究所の長は，当該部局において適当と毘め，かつ，支障のない場合に限り，袷長

の認可を得て研究員の受入れを許可する．

第 5条 研究員は，指導教官の指導のもとに研究に従事しなければならない．

第 6条 研究員の研究期間は，一年以内とし，第 4条の規定による許可があった日の扇する年度の末日

をもって終了するものとする．

第 7条 前条の期間満了後，研究を継洸する必要があるときは，委託者は，理由を付して当該学部また

は研究所の長に囲い出なければならない．

第 8条 学部または研究所の長は，前条による頸出があったときは，総長の詔可を得て，一年以内に限

り研究期間の更新を許可することができる．

第 9条 第4条または第 8条の規程による許可があったときは，委託者は，研究料として金 12万円を

ただちに納付しなければならない．

2. 既納の研究料は，遠i寸しない．

第 10条 研究料は，研究期間が一年末満の場合にも研究員一人につき 12 万円•とする．

第 11条 受託者が，第 4条または第8条の規定による許可があった後，ただちに研究料を納付しない

ときは，許可を取り消す．

付則

この規程は，昭和 33年 5月 2日から適用する．

この改正は，昭和 34年 4月 1日から適用する．

J) 生産技術研究所輪講会要項

1. 本会は生産技術研究所輪講会と称する．

2. 本会は生産技術研究所内における知巌の交換を目的とする．

3. 本会の事務を運営するため世話人を慨く．世話人は各研究部より 1名ずつ選出し内 1名を惜話人

代表に互選する．

4. 本会は毎月第 3水曜日午後 1時 30分から 2時 20分まで開催するのを原則とするただし教授

総会その他の都合により日時を変更することがある．

5. 講演者は 1回1名とし，講演時間は 1名 45分（外に質試討論 5分）以内を原則とする．

6. 講演の順序は原則として順次各部より適当な講演者を選出し講演の 2遥間以前までに［国務掛に申

出講演要旨を 1週間前までに送付するものとする．

7. 庶務掛は当番部に講演の日から 1カ月以前に通知するものとする．

8. 世話人会は講演者の決定その他本会に関する事項を処理するものとする．

9. 臨時聴講希望者は世話人に申し出て了解を得ることを要する．

10. 輪講会を司会するため当番幹事を担当部より選出する．

K) 財団法人生産技術研究奨励会育英奨学生取扱規程

第 1条 東京大学生産技術研究所における高級技術者養成を目的とする財団法人生産技術研究奨励会育

英奨学生第 1種の取り扱いはこの規程により行なう．

第 2条 育英奨学生は財団法人生産技術研究奨励会の規程に従い東京大学生産技術研究所教授•助教授

の指導を受けるもので，当該指蒋教官の所属する部の推煎により常務委員会の選考を経たものであっ

て，次に該当するものを財団法人生産技術研究奨励会に推煎する．

1. 東京大学修士または博士課程大学院学生

2. 東京大学生産技術研究所研究生

第 3条 育英奨学生に対する育英奨学金は修士コース大学院に入学したものについては， 1カ月，

10,000円とし，毎年 4月より月額 1,000円を増額する．
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大学院在学中育英奨学生となったものの育英奨学金は前記基準により算定したものと同額とする．

研究生に対する育英奨学金は育英奨学生と決定された時より 1カ年間は 1カ月 10,000円とし， 1カ

年を超えるごとに月額 1,000円を増額する． ただし大学院より引き続き研究生となったものの育英

奨学金は通冥した額とする．

育英奨学金は 1人月額 15,000円を超えないものとする．

特別の事情がある場合は育英奨学金の額を変更することができる．

第 4条 育英奨学生に対し育英奨学金を交付する期間は，育英奨学生選考のときに定めるが， 5年以内

とする．

第 5条 この規程に定められていない事柄の取り扱いは常務委員会において決定する．

付則

この取扱規程は昭和 33年 3月 31日より実施する．

昭和 38年 4月 1日より一部改訂実施．

L) 生産技術研究所留学研究員採用内規（補造）

第 1条 生産技術に関する事項につき一定期間研究に従事しようと希望する者があるときは，本所にお

いて支障のない場合に限り，留学研究員として入所を許可する．

第 2条 留学研究員として入所を許可する者は，大学卒業又は同程度以上の学力を有し，研究事項につ

いては相当の経験を有する者でなければならない．

第 3条留学研究員を希望する者は願書（様式 1)に屈歴書及び研究業鎖調書を添え所長に提出するも

のとする．

第 4条留学研究員は，本所が指定した教官の指等のもとに研究に従事するものとする．

第 5条留学研究員は，本所において研究した成果を発表するとき，または特許権等を申諮する場合

は，あらかじめ指郡教官に協議しなければならない．

第 6条 留学研究員の研究期間は， 1年以内とし，第 1条の許可があった日の属する会計年度の末日を

もって終了するものとする．

2 前項の期間満了後，研究を継続しようとする場合は，研究期間更新願（様式 2)を所長に提出

し，許可を受けなければならない．

第 7条 所長は，疾病その他の事由により，研究に従事することが不遥当と認めたときは，その留学研

究員に対し，許可を取消すことがある．

第8条 留学研究員が許可された期間の満了前に退所しようとするときは，退所願（様式 3)を所長に

提出しなければならない．

付則

この内規は昭和 31年 4月 1日より適用する．
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